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一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
三
月
二
日
内
閣
衆
質
一
六
六
第
八
〇
号
）
の
八
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
外
務
省
と
し

て
は
、
御
指
摘
の
方
法
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

内
閣
府
は
竹
島
問
題
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
し
て
い
な
い
た
め
、
担
当
部
局
は
置
か
れ
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

内
閣
府
と
し
て
は
、
広
報
用
小
冊
子
の
発
行
は
当
該
施
策
を
担
当
す
る
省
庁
に
お
い
て
検
討
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
竹
島

問
題
に
つ
い
て
の
広
報
用
小
冊
子
の
発
行
に
つ
い
て
も
同
様
と
考
え
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
北
東
ア
ジ
ア
課
の
課
長
の
氏
名
は
、
山
田
重
夫
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

一



外
務
省
に
お
い
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
御
指
摘
の
職
員
が
提
出
し
た

国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
五
千
円
を
超
え
る
贈
与
等
又

は
報
酬
の
支
払
に
係
る
報
告
は
、
二
件
で
あ
る
。

二


